
【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第3項

【提出先】 東海財務局長

【氏名又は名称】 ムラキ取引先持株会　理事長　早馬義光

【住所又は本店所在地】 東京都多摩市関戸2丁目24番地27

三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル5階

【報告義務発生日】 該当事項なし

【提出日】 2025年7月11日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 該当事項なし

【提出形態】 該当事項なし

【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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【発行者に関する事項】

発行者の名称 ムラキ株式会社

証券コード 7477

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 個人（取引先持株会）

氏名又は名称 ムラキ取引先持株会　理事長　早馬義光

住所又は本店所在地
東京都多摩市関戸2丁目24番地27

三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル5階

事務上の連絡先及び担当者名
東京都多摩市関戸2丁目24番27号　三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル5階

ムラキ取引先持株会事務局　工藤弘

電話番号 042-357-5600

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書NO.2

訂正される報告書の報告義務発生日 2025年6月9日

訂正箇所
①変更報告書提出事由

②当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分
の状況

（訂正前）

【表紙】

【変更報告書提出事由】 大量保有報告書を提出後、株券等保有割合が5％以上減少したため

（訂正後）

【表紙】

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1％以上減少したため

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都多摩市関戸2丁目24番27号　三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル5階

ムラキ取引先持株会　事務局　工藤弘

電話番号 042-357-5600

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都多摩市関戸2丁目24番27号　三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル5階

ムラキ取引先持株会事務局　工藤弘
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電話番号 042-357-5600

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況 (短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合

市場内
外

取引の
別

取得又
は

処分の
別

譲渡の相手方 単価

2025年4月21日 普通 600 0.04 市場内 取得

2025年5月20日 普通 559 0.03 市場内 取得

2025年6月9日 普通 97,600 0.06 市場内 処分
持株会理事長交代の

ため

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況 (短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合

市場内
外

取引の
別

取得又
は

処分の
別

譲渡の相手方 単価

2025年4月21日 普通 600 0.04 市場内 取得

2025年5月20日 普通 559 0.04 市場内 取得

2025年6月9日 普通 97,600 6.64 市場外 処分
持株会理事長交代の

ため
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